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エネルギーモデル分析・政策提言

• エネルギー経済モデル(応用一般均衡, 計量経済, エネルギーシス

テム、電力需給)

• エネルギー関連政策（カーボンプライシング、電力関連政策等）

企業の環境情報開示

• TCFD/ISSB、TNFD

• SBTの考え方、最新動向, RE100基準

• GHG Protocol

• I-RECなど環境属性証明、炭素クレジット

• スコープ3算定・開示

教育
• 博士:東京大学新領域創成科学研究科環境システム学専攻(松橋・吉田研究室）

• 修士：慶応義塾大学政策・メディア研究科（茅研究室）
• 学士：慶応義塾大学総合政策学部（鵜野研究室）

職歴
• 日本エネルギー経済研究所(研究員):モデル分析、政策分析

• RITE(嘱託研究員):モデル分析
• 日本自然エネルギー株式会社:証書マーケティング、市場分析
• 湘南環境リサーチ・フォーラム（取締役社長）：モデル分析

• Governance Design Laboratory: 取締役副社長
• 科学技術振興機構低炭素社会戦略センター 特任研究員
• 東京大学工学系研究科 特任研究員

• CDP Worldwide-Japan アソシエイト・ディレクター

高瀬 香絵 (博士, 環境学)
自然エネルギー財団シニアマネージャー（気候変動）

委員等
• SBTi 技術諮問グループ(TAG)メンバー

• GHGプロトコルスコープ2技術ワーキンググループ(TWG)メンバー
• 東京都環境審議会委員、京都府ESG投資研究会委員
• 環境省JCMアドバイザリー・ボード、指針検討委員会委員 等

• I-Track Foundation ボードメンバー
• （過去）TCFD研究会メンバー、防災有識者会合メンバー
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本発表は、情報提供を目的としたものであり、GHGプロトコルの公式見解、解釈、ま

たは助言を示すものではありません。

本内容の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これに基づいて

生じたいかなる損害についても、主催者および登壇者は責任を負いません。

重要な判断にあたっては、必ずGHGプロトコルの公式資料・公式見解をご確認くださ

い。
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GHGプロトコルは全ての算定報告やイニシアチブの基盤

GHG排出量算定 GHGプロトコル企業基準

自主的イニシアチブ 開示規制 (関税)

SBTi：目標設定

RE100：再エネ調達

ISSB：企業報告書 (CBAM:国境炭素調整)

国際規格

ISO

CDP：企業情報開示
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GHGプロトコルとは？

• 米国WRI(World Resource Institute)とWBCSDによって運営。

出典：みずほリサーチ&テクノロジーズ、「GHGプロトコルの改訂に係る論点の概要」(2024年10月) 7

これまでCDPなど自主的排出量開示にて使われてきたグローバル基準

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou.pdf


GHGプロトコルが出したスコープ1,2,3の概念

• ISSBでは、スコープ1,2,3の開示が必要としている。
• 欧州はスコープ1,2,3義務化

• 米国はスコープ1,2のみ義務化

• 日本はスコープ1,2,3義務化
国際ルール：GHG プロトコル

■スコープ1：企業のバウンダリ（範囲）内の
設備等からの温室効果ガス排出

■スコープ2：企業が購入した二次エネルギー
（電力等）の発生の際の温室効果ガス排
出

■スコープ3：企業のバリューチェーン全体につ
いての排出うち、スコープ1・2以外
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スコープ2：
電力などは“ロケーション基準”と“マーケット基準”の両方を報告
• 2015年にGHGプロトコル企業基準を塗り替える形で発行

• 系統に混じったら分離不可能な電気などの二次エネルギーについて、契約的関係によって購入したと“主張”できる
仕組み(マーケット基準)。

• ロケーション基準は系統平均、マーケット基準は契約的関係を反映、それ以外は“残差係数”を使用がルール。

ロケーション基準

系統全体の排出係数を利用

マーケット基準

消費者
契約

契約の例
・グリーン電力証書
・グリーン電力料金(メニュー別）
・PPA（電力購入契約） 等
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マーケット基準を基盤とした「再エネ調達」が盛んに
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GHGプロトコルをベースに再エネ調達手段を定義

1. 自家発電

2. 直接調達(フィジカルPPA、バーチャルPPA)

3. 電力小売との契約（特定プロジェクト、一般的）

4. 電気と切り離された証書の調達

5. 受動的調達（デフォルト契約の再エネ分など）

GHGプロトコルスコープ2ガイダンスをベースに

ミッション：系統の脱炭素化を加速・拡大すること



GHGプロトコル改定のスケジュール

改定準備

2022-2023 2024

ガバナンス整備

改定スタート

• スコープ2ウォッシュ問題
• スコープ3実務負荷デー

タ品質等問題顕在化

ISSB最終化

2025 2026

2026年1月
土地セクター除去ガ
イダンス最終版

2027

主要基準の
最終化

2028

AMI等の
最終化

2030?

適用スタート？
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各基準のスケジュール
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出典：Green Value Chain促進ネットワーク 事務局、“知っておきたい！GHGプロトコル改訂の最新動向“ (2025年11月)

スコープ2は6月ごろまでに大枠が決まる予定。企業基準全体とスコープ3は今年中にドラフト。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/koryukai_202511_02.pdf
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/koryukai_202511_02.pdf
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/koryukai_202511_02.pdf


改定のガバナンス
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多様な関係者が参加する仕組み
（学術機関・企業・政府・NGOなど）

透明性のある公開プロセスで策定
（手続きやルールは公開）

必要に応じて正式な連携も実施
（MOUなどを通じて協力を強化）

そのため世界で広く信頼されている

技術ワーキング(TWG)

1. 企業基準：ゼロボード総研 待場さん

2. スコープ2：高瀬

3. スコープ3

4. Action and Market Instruments(AMI)：鉄鋼連盟 川又さん

5. 土地セクター・除去

議事録や会議で使われたスライドなどは、レポジトリにて全て公開されています。

https://ghgprotocol.org/standards-development-and-governance-repository


スコープ2改定の際の課題意識1

• 再エネ調達が系統全体の脱炭素化をもた
らしていないケースがある。
• 因果関係としてガス火力を増やしているのに、

証書で100%再エネと主張
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グラフィカルユーザーインターフェイス  , テキストAI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。

データセンターのためにガス火力を新設

そのデータセンターは100%再エネ？

https://www.utilitydive.com/news/nisource-nipsco-amazon-data-centers-indiana/806396/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202025-11-25%20Utility%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:79246%5D&utm_term=Utility%20Dive


スコープ2改定の際の課題意識2
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• 時間帯によって排出原単位は大
きく異なる。

• 再エネ“調達”が物理的電気の需
給状況と乖離することで、
• 送電線・蓄電池等インセン

ティブの不足
• 原単位が低い時間帯への需

要の不足
などが顕在化。
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払った分は主張できる
べきでは？

一握りの需要家が環
境価値を主張しても
いいのか？

出典：毎日新聞

スコープ2改定の際の課題意識3



スコープ2ガイダンス： パブリックコンサルテーションに向けた主要な改定ポイント

ロケーション基準法 マーケット基準法 実施可能性を高めるための措置

改定案におけるスコープ2の報告の枠組みは変わらない
（ロケーション基準とマーケット基準の二重報告）

ロケーション基準排出係数優先順
位の改定

利用可能な最も精緻なロケーショ

ン基準排出係数を使わなくてはな
らない（ただし、活動データが利
用可能な場合）

利用可能の定義：公開、無料、信
頼できる出典

1時間ごとのマッチング：すべての
証書は1時間単位でマッチングする
必要

供給可能性：すべての証書は供給
可能とみなされた発電所からの供
給である必要

標準供給サービス(SSS)：報告企業
はSSSの平均以上を主張できない

残余ミックス定義の更新：残余
ミックスがない場合、化石燃料の
みの原単位を使う

負荷プロファイル を用いて年次/
月次データを1時間データに変換

除外の閾値以下の企業には必須で
はない

レガシー条項(経過措置) や他の移
行のための方策が既存の投資に対
しては検討中

段階的に導入する仕組みが、新し
いルールへのスムーズな移行のた
めに検討されています

パブリックコンサルテーションには、結果的手法(consequential methods)を用いて電力セクターの行動による回避排出(avoided emissions)を推計するというこ
とに関する質問が含まれます。これは、回避排出量などの定量化と報告について標準的で部門横断的な要件を進めているActions & Market Instruments TWGでの検
討を支援するためのものとなります。

GHGプロトコルスコープ2改定案概要
出典：GHGプロトコル資料を自然エネルギー財団にて仮訳
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改定案に基づく今後のロケーション基準の計算方法

電力需要 排出係数排出量 ＝ X
10エリアごとの8760時間排出係数

kWh 8760セル kgCO2/kWh 8760セルkg-CO2 8760セル

合計＝年間排出量(kg-CO2)
18



マーケット基準&再エネ調達への影響

FIT非化石証書*はエリア平均
までしか主張できなくなる？

証書は、充てる電気と同じ時間の
ものしか使えない？

アワリーマッチ

北海道の再エネの証書は、

大阪の電気には充てられない？

供給可能性バウンダリ 標準供給サービス

FIT非化石証書によって
100%再エネが主張可能

いつ発電した証書でも

利用可能

（推奨は2年以内のもの）

日本全体が同じバウンダリ
（沖縄の証書も東京で使える）

*何がSSSに該当するかについてはまだ明確ではない。

(改定案)

現状

改定後
(案)
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マーケット基準：アワリーマッチ要件
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一定の規模以上の需要家は、マーケット基準を主張するには“１時間ごと”にマッチしなくてはいけない。

標準供給サービス
(SSS) (20%)

PPA・小売メニュー*等
(20%)

証書

(20%)

60%クリーンエネルギー

残りの40%（マッチしていない分）

1. 残余ミックス

2. 化石燃料の原単位

（系統平均は使えない）

*証書によるものではなく、物理的電気と属性が分離していない電力供給契約。

一定規模以上の需要家は、主張するにはアワリーマッチが必須



マーケット基準：供給可能性バウンダリ要件
全ての需要家は、マーケット基準を主張するには、供給可能性を示す必要がある。

21

同じバウンダリ内（現状案では、価格ゾーン、日本では10エリア）

代替手法1：卸電力価格差が5%以内

異なるバウンダリ間でも

代替手法2：契約などで送電線が利用できることを担保

21



マーケット基準：標準供給サービス(SSS*)
全ての需要家は、標準供給サービス(SSS)については供給可能バウンダリ内の平均まで主張することが可能。
ただし、大規模需要家は、SSSについても１時間マッチをしないと主張できない。

22

*Standard Supply Service

過去の考え方

- 積極的に“調達”していないデフォルト再エネをマー

ケット基準や再エネ調達で主張できるのか？

できる派 できない派

- RPS順守のために償却され

た証書は、自主的調達には

カウントできない。

- FITで皆が支えた電源は、

自主的調達にはカウントで

きない。

- FITで皆が支えているが、非化

石証書を購入すれば実質再エ

ネ利用の主張ができる

皆が支えたものは“デフォルト”として
供給可能バウンダリの“平均”まで
主張していいことにしよう！

22



標準供給サービス(SSS*)の特徴 *Standard Supply Service

電気事業者の顧客が、追跡可能で回避できない形で金銭的に支えている非競争電源

対象となり得るもの 対象外となり得るもの スコープ2改定案に
おける記載

FIT買取を受けて
いる電源

固定価格買取分（入
札ではない）

入札による電源 事例として記載

FIP支援を受けて
いる電源

基準価格買取分（入
札ではない）

入札による電源 未記載

高度化法の達成の
ための非化石証書
購入

デフォルト契約に含まれ
る非化石証書相当

メニューによって異なる
契約条件で販売してい
る分

未記載

どれがSSSで、どの原単位を使うべき？
改定案では、GHGプロトコルまたは第三者がデータベースを整備することが示唆されている。
あまりにも複雑となることを避けるべきである一方、避けられない費用負担分は主張できるべきという考え方もある。 23

SSSとはならないと考える



スコープ2改定案のまとめ：日本の場合

24

ロケーション基準 マーケット基準

現状 改定案 現状 改定案

論点1: 
時間を細かく(1時
間)

年間平均 無償で入手可能な
最も細かい時間粒
度

年間平均 1時間ごと

論点2: 
地理的範囲を細かく

日本全体 無償で入手可能な
最も詳細な地理的
範囲(10エリア?)

日本全体 現状案では10エリア。
超える場合は供給
可能性を示す必要。

論点3: 
金銭的因果関係を
反映（標準供給
サービス, SSS)

- -

FIT/FIP、高度化
法達成、全て非化
石証書によって
100%まで主張可
能

FIT電源(FIT非化
石証書)については
エリア平均までのみ
主張可能*。

*FIP、高度化法については改定案には記載されていない。標準供給サービス(SSS)に何が対象となるかについては、今後さらに検討が進むと考えられるが、FIP支援電源でも入

札に基づく場合や、高度化法達成に使う場合でもメニューとして需要家が選んで買う場合は、論理的に標準供給サービスとはならないと考えられる。スコープ2改定案には、今後
GHGプロトコルまたは第三者によってデータベースが開発されることが示唆されている。なお、SSSとして主張が可能となるためには、１時間ごとの値が示される必要があることに留意
されたい。



再エネ調達どうしたらいいのか？

FIT非化石証書だけでなく、少しでも“系統全体のいい再エネを増やす”調達を
取り入れてみましょう。

例えば、

1. オンサイト設置：自社の屋根や駐車場などに最大限設置する。

2. PPA（新たな再エネ電源を増やす長期契約）を検討してみる。

3. 契約している小売メニューの“電源構成”（非化石証書による実質再エネでは
ないもの）を意識してみる。

4. 時間がマッチしている証書を取り入れてみる(I-REC, I-REC+非化石など)

主要な改定内容は、2026年6月ごろに決まります。また、実装は2030年ごろと言われています。
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系統全体のことを想像してみよう！
• スコープ2は“ロケーション基準”・“マーケット基準”の二重開示

九州では、春の日中に多くの出力抑制が発生。

ただし、この時間帯は、

- 排出原単位が低く

- 卸電力料金も最低価格(0.01円/kWh)に張

り付いている。

一方で、多くの電力契約は“日中が高い”契約。

九州の事業所は日中に需要を移すだけで、

- CO2排出量を削減できる！

- 契約によっては電気代も節約できる！

- 出力抑制を減らすことができる。 26



エリアと時間帯によって電気の排出原単位はこんなに違う！

出典：パシフィックパワー

日中の九州

8月1日-8月4日(2025年)

27

https://pacific-power.co.jp/cdef-graph/


ソーラーシェアリング(営農型）

28

エネルギー・食糧の自給率アップ！

当日の動画などもこちらからご覧いただけます。

https://www.renewable-ei.org/activities/events/20260130.php


１時間マッチングについて

?
1.  蓄電池に関わる議論はフェーズ2での議題となって

います。参考として、Energy Tagでは系統側でも
電源を指定することができ、ただしロス分は減少
させるといった対応となっているとのことです。

2. 証書が電気と分離されていない場合はそ
もそもマッチングの必要はないので、
マッチングをわざわざするのは証書の場
合かと思います。

5. 電気は化石燃料、さまざまな再エネ証書を集め
て再エネ100%とすることに対して、グリーン
ウォッシュとの批判が高まりました。物理的電
気が供給可能な範囲での権利関係を示すのが
マーケット基準という再整理がされました。

3. 電気と証書を分離させない場合は、マッチ
ングも不要です。分離された場合は１時間
ごとのマッチングが必要という案です。

1. 蓄電池でためた分はどういう
扱い？太陽光を指定してため
たと言えるの？

3. １時間ごとの証書をマッチさせるな
んて非現実的では？

5. なぜこのような厳格化をしているの
でしょうか？

2. １時間マッチングは証書の話？

4. 大企業のみが対象ですか？
4. 規模による除外が提案されています。

29



供給可能性バウンダリについて

?
1.  案では、pricing zoneとなっています。その論理

では10エリアとなります。一方、pricing zoneは
制度であり、物理的に決まるものではないので、
蓋然性が低いと言えるかと思っています。

2. 基本的には物理的な電気の供給が「可能」
であることを証明することが意図です。送
電線などによる分断がないことを示す契約
であることが求められると思います。

4. 考え方としては使えなくなるのではないかと
思っていますが、前回のTWGでは系統と繋がっ
た発電設備の自家消費分をどうするか、という
議論が提起されました。今後また方向性が出て
くると思います。

3. はい。そのような案となっています。

1. 日本の場合は10エリア？それ
とも50Hz/60Hz?

3. 10エリアとなった場合、例えば東北
電力管内であれば供給可能とみなせ
る？

4. 自家消費分から創出した証書は使え
なくなる？

2. バウンダリを超える場合に契約で供給可
能性を証明できるとありますが、具体
的にはどんな契約？
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標準供給サービス(SSS)について

?
1.  例えば、東京電力管内の電力需要については、

東京電力管内のその1時間のSSS電源のエリア平
均まで、主張が“可能”（主張しなくてもいい）と
いう意味かと思います。

2. １時間ごとという案になっています。(FAQ)

4. 公的に所有されていても、民間事業者と
同等の条件以外の規制上の優遇措置や費
用回収を受けない場合、該当しないと記
載があります。 (ドラフトp.26)

5. GHGプロトコルまたは他の認知された第三
者がデータベースを開発することが示唆さ
れています。 (ドラフトp.26)

3. 現状の案としては、証書を購入しなくても
主張できるとなっています。(ドラフトp.26)

1. Pro rata（平均）シェアまで主
張できるというのは具体的に
はどういうこと？

3. 非化石証書を購入しなくても平均ま
で主張できるの？

5. SSSかどうかはどう判断するの？

4. 自治体所有の廃棄物発電所はSSS?

2. SSSは１時間ごとのマッチングが必要？
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調達手段はどうなるのか？

?

1.証書と同じ要件となる案です。バウンダリ要件と
１時間マッチング要件を満たすのであれば、使え
ますが、満たさない場合は、満たす需要家を見つ
ける必要があるかと思います。プロジェクト自体
が価値がなくなるのではなく、マッチする需要家
を見つける必要があるのかと思います。

2. 非化石証書による再エネ化部分は該当しな
くなる案ですが、電源構成分は再エネとな
るかと考えます。(証書などの扱いによる）

4. レガシー条項が議論されています。

3. FIT非化石証書はSSSとなるため、GHG
プロトコルでは使えなくなる案となってい
ます。ただ、エリア平均まではSSSを主張
できますし、それを超える分は、１時間ご
とにマッチした証書が使えます。

3. テナントの場合、これまでFIT
非化石証書を購入してきたが、
それは使えなくなる？

2. 小売メニューの実質再エネ100%
メニューはどうなる？

4. 改訂前に契約したものはどうなるの
ですか？

1. バーチャルPPAは使えなくなる？
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その他のご質問 1/2

?3. RE100・SBTに参加している日
本企業はどうしたらいい？ 

2. 古い設備は自動的にSSSとするとい
う案を見ました。追加性が必要な
の？どんな調達をしたらいい？

4. FIT非化石証書が100%までの再エネ調
達に使えなくなると、再エネ調達が
活発ではなくなるのでは？ 

1. 温対法とGHGプトロコルの
違いは？

5. 非化石証書はどうなるのでしょう
か？

1.  大きな違いとしては、GHGプロトコルではロケー
ション基準とマーケット基準の両方を開示、オフ
セットは認めないなどがあります。

2. 年数によって判断という提案はあまり支持され
ませんでした。追加性はインベントリには要件
としては入っていません。

4. FIT制度ですでに入っているものの権利関係
についてのルールができたということで、
再エネ設備増加に影響が出るわけではない
かと思います。

5. まずは、現状の高度化法達成目的のオーク
ションの仕組みではなく、情報基盤として
の堅牢なトラッキングシステムの整備が必
要かと考えます。

3. RE100やSBTはGHGプロトコルの算定報告ルー
ルを基盤にはしていますが、独自の基準を作り
ます。太陽光・風力等のPPAをなるべく増やす
ことは間違いなさそうです。
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その他のご質問 2/2

?8. GHGプロトコルの改定まちで
案件が進みません。

9. 熱についてはスコープ3となるという
話を聞きましたが？

6. ISOとの戦略的提携でどう
なる？

7. レガシー条項はどうなりそう
ですか？

10. 日本だけ不利なのでは？

6.  お互いにワーキングにスタッフが参加し、基準の
連携をすることを目指しています。

7. ぜひコンサルテーションにて意見を表明くださ
い。

9. 熱についてもスコープ2として扱う見込みで
す。 (FAQ)

10. バウンダリについては、北欧諸国なども
pricing zoneの場合は細かく設定されます。
特に日本だけが不利ということはないかと
思いますが、再エネの導入を加速すること
がますます必要となるかと思います。

8. フィジカルPPAであれば問題なく新基準にも
適合すると予想されます。VPPAについても、
１時間ごとの証書を域内で販売という出口は
あるのではないでしょうか。
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参考：SBTiとGHGP スコープ2の差異
• SBTiは企業ネットゼロ基準の改定プロセス中

• ドラフト第二版が出て、コンサルテーションが完了

• ３つの論点についてGHGプロトコルとの違いは以下のとおり。

2026/3/3

GHGプロトコル（案） SBTi（ドラフト第二版） 日本での論点

ロケーション?
マーケット?

• 両方開示(契約的手段がある場合) • 短期：低炭素電力調達目標
• 長期：加えて、ロケーションま

たはマーケット

SSBJはロケーション&マー
ケットの開示

1時間
マッチング

• マーケット基準はshall（必須)
• ただし、大規模消費者のみ?
• 2030年〜

• 2030年より大規模消費者のみ
• 段階的（2030年50%、2035年

75%、2040年90%）

供給可能
バウンダリ

• 2030年〜？
• 除外なし

• 特に年次指定なし（発効ととも
に有効に）

現行規定では、10エリア
別

標準供給
サービス

• FIT分はSSSとなる可能性大
• FIT非化石での再エネ化はNGと

なる可能性大

(GHGプロトコル改定後に検討)

追加性 • インベントリには考慮しない。 証書などの属性は運転開始後10年
未満
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